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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２７年４月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２６年９月３日 ０６時５０分ごろ 

発生場所 山口県徳山下松港第４区 

 徳山下松港島田防波堤灯台から真方位０００°５００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５７.４１′ 東経１３１°５５.５２′） 

事故調査の経過  平成２６年１０月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 泉翔
せんしょう

丸、４９７トン 

 １３６５５０、井村汽船株式会社 

 ６９.８１ｍ×１２.４０ｍ×７.３０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,３２３kＷ、平成１２年４月２５日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５８歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５３年７月７日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２４年１０月１６日 

  免状有効期間満了日 平成３０年３月２４日 

航海士Ａ 男性 ５７歳 

 六級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成１９年２月７日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２３年１２月８日 

  免状有効期間満了日 平成２９年２月６日 

 死傷者等 重傷 １人（航海士Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長及び航海士Ａほか３人が乗り組み、徳山下松港第４区

で着岸中、船長が、荷役開始まで時間があったので航海士Ａと共にクレ

ーンのバケット（以下「本件バケット」という。）可動部のグリースアッ

プ（グリースの注入）を行うことにし、船長がクレーンを操縦して本件

バケット（シェル部を船首尾方向に開いた状態）を船倉の左舷船尾側 

付近の上甲板高さまで吊
つ

り上げ、航海士Ａが左舷上甲板上から本件バケ

ットの左舷側のグリースアップを行った。 

 航海士Ａは、左舷側のグリースアップを行った後、右舷側のグリース
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アップを行うため、本件バケット船尾側シェル上縁部を歩いて右舷側に

移動しようとしたところ、平成２６年９月３日０６時５０分ごろ、足を

滑らせて本件バケットの開口部から約３ｍ下方の船倉内に積まれた荷

（山状にばら積みされたフェロニッケル）の上に転落した。 

航海士Ａは、近くで他の作業を行っていた乗組員に救助されて救急車

で病院に搬送され、全治約３か月の左腕撓
とう

骨
こつ

骨折及び腹内出血と診断さ

れた。 

（写真１ 本事故発生時の本件バケットの状況、写真２ 本件バケット

船尾側シェルの状況 参照） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  本船では、船倉内へ降りる手間が省けるので、日頃から本件バケッ

トを船倉の左舷船尾側付近の上甲板高さまで吊り上げてグリースアップ

を行っていた。 

 航海士Ａは、本事故の前日に本船へ乗船し、本船での本件バケット

のグリースアップ作業は初めてであったが、過去に他の船舶でバケッ

トのグリースアップ作業を実施した経験を有していた。 

 航海士Ａは、本事故発生時、ヘルメット及び安全靴は着用していた

が、安全ベルトは装着していなかった。 

 船長は、船員労働安全衛生規則上の安全担当者に指定され、マスト

等での高所作業を行う際には、乗組員に対し、事前に安全ベルトを 

着用させるなどの安全指導を行っていたが、本件バケットのグリース

アップ作業時については、安全指導を行っていなかった。 

 本船では、運航管理会社による安全講習会又は安全指導が年約２回

実施されていたほか、文書での安全指導も行われていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、徳山下松港第４区において着岸中、本件バケット可動部の

グリースアップ作業を実施する際、本件バケットを上甲板高さまで吊

り上げ、また、命綱又は安全ベルトを使用せずに作業を実施したこと

から、航海士Ａが本件バケット船尾側シェル上縁部を移動中に足を滑ら

せ、約３ｍ下方の積荷の上に転落して負傷したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が徳山下松港第４区において着岸中、本件バケット

可動部のグリースアップ作業を実施する際、本件バケットを上甲板高

さまで吊り上げ、また、命綱又は安全ベルトを使用せずに作業を実施

したため、航海士Ａが本件バケット船尾側シェル上縁部を移動中に足を

滑らせ、約３ｍ下方の積荷の上に転落したことにより発生したものと考

えられる。 
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参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・本件バケット可動部のグリースアップは、船倉内に置いて実施す

ること。 

・墜落するおそれのある場所で作業をする場合、船員労働安全衛生

規則に基づいて安全対策を講じること。  
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写真１ 本事故発生時の本件バケットの状況 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

                                      

 

                                       

                                        

                                        

                                       

 

 

                                       

 

 

 

  

 

写真２ 本件バケット船尾側シェルの状況 

 

 

                                                                           

 

 

 

                                     

 

                                           

                                       

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

本件バケットの船尾側シェル 

船首側 

船倉内の積荷 船尾側シェル上縁部 

船尾側シェル上縁部 開口部 

船尾側 


